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5 国際課税
非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための
報告制度の整備等（案）
■2022年にＯＥＣＤにおいて策定された暗号資産等報告枠組み（CARF：Crypto-Asset 

Reporting Framework）に基づき、租税条約等により各国税務当局と自動的に交換するた
め、国内の暗号資産取引業者等に対し非居住者の暗号資産に係る取引情報等を税務当局に報
告することを義務付ける制度を整備します。

Ａ国の税務当局

［2027年に2026年分を報告］

B国の税務当局

日本の暗号資産交換業者等

［2026年から届出書の提出手続開始］

利用者の氏名、住所、居住地国、外国の納税者番号等を届出 

Ａ国居住者

Ｂ国

A国日本

［2027年に初回の情報交換］

利用者（非居住者）の氏名、
住所、居住地国、外国の納
税者番号、暗号資産等取引
に係る対価の総額等を報告

租税条約等に基づき、外国の税務当局
に対して年一回まとめて情報提供

利用者
（Ｘ国居住者）

利用者
（Ｂ国居住者）

利用者
（Ａ国居住者） …
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国税庁 AA

BB

【日本から外国への情報提供のイメージ】

利用者
（日本居住者）
（報告対象外）

Ｂ国居住者


